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インフォームド・コンセントとは

インフォームド・コンセントとは，インフォーメーションを受け

た上での同意（consent）という意味で，医療の場面では，

医療者から医療行為について説明を受け，その上で患

者が与える同意を意味する。医学研究（人体，人体試料，

医療・健康情報）の場合には，研究者から研究について

説明を受け，その上で対象者が与える同意を意味する。

インフォームド・コンセントを得た上でなければ医療や研究

を行ってはならない，というのがインフォームド・コンセント

の要件で，医療や医学研究の基本原則として広く承認さ

れている。
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インフォームド・コンセントの要件と健康診断

インフォームド・コンセントの要件は，生命倫理の基本原理の
一つである「人に対する敬意（respect for persons）」から求
められる。対象者に理解し判断する能力がある限り，その
人の自己決定を尊重することが必要で，本人の意思を無視
して医療や研究を行うことは，その人を人格として尊重しな
いことになる。

このように，対象者の自己決定を尊重して，医療や研究をし
ないといけない，そうでないと，その人を意思のないモノ扱
いすることになる，という考えは，基本的に，健康診断につ
いても等しく当てはまるものといえる。したがって，健康診断
の受診者についてもインフォームド・コンセントの要件を満
たす必要がある。
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個人情報保護法

個人情報保護法（正式には，「個人情報の保護に関する法律」）
が2003年5月23日に成立し，同5月30日に公布された。そのうち，

基本法としての規定を定める第１～３章は直ちに施行され，具体
的な義務や罰則などを定める第４～６章は2005年4月1日に施行

される予定になっている（後者は政令案による）。

個人情報保護法は，個人情報の適正な取扱いに関する基本法的
規定のほか，個人情報取扱事業者（個人情報データベースなど
を事業の用に供している民間の事業者）について具体的な義務
を定めている。本法の他，国の行政機関の具体的義務について
は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が，独
立行政法人等の具体的義務については「独立行政法人等の保
有する個人情報の保護に関する法律」が，地方公共団体につい
ては各地の個人情報保護条例が，それぞれ規定している。
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個人情報保護法とOECDガイドライン

個人情報保護法はわが国における個人情報保護体制の
中核となるもので，国の機関，独立行政法人等，地方公
共団体についても，守るべき原則は基本的に同じと考え
られる。そこで，これについて，少し詳しく解説する。

個人情報保護法は，基本的に，1980年のＯＥＣＤ（経済協
力開発機構）理事会勧告が示した「プライバシー保護と
個人データの国際流通についてのガイドライン」に従うも
のといえる。このガイドラインは，いわゆるOECD８原則を
定めている。以下，そのOECD８原則を個別にみていく。
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OECD８原則
①収集制限の原則――適法・公正な手段により，
かつ適当な場合には，情報主体に通知または同
意を得て収集されるべき。

②データ内容の原則――利用目的に沿ったもので，
目的に必要な範囲で，正確，完全，最新でなけれ
ばならない。

③目的明確化の原則――収集目的は，収集時ま
でに明確化され，データ利用は収集目的の達成
に限定されるべき。
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OECD８原則
④利用制限の原則――データ主体の同意がある
場合，または，法の規定による場合を除いて，明
確化された目的以外に開示されたり，利用されて
はならない。

⑤安全保護の原則――合理的な安全措置により，
紛失，不当なアクセス・破壊・利用・修正・開示な
どから保護すべき。

⑥公開の原則――個人データに関わる開発，運
用，政策を公開し，個人データの存在・内容，目
的，管理者の名称等を示すべき。
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OECD８原則
⑦個人参加の原則――個人は，自己に関するデー
タの所在および内容を確認し，また異議を申し立
てる権利等を認められるべき。

⑧責任の原則――データ管理者は，①～⑦の原
則を実施するための措置を遵守する責任を負う
べきである。
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個人情報保護法制定の経緯

平成11年11月19日――高度情報通信社会推進本部個人
情報保護検討部会（座長：堀部政男中央大学教授。
平成11年7月14日～）「我が国における個人情報保
護システムの在り方について（中間報告）」

平成12年10月11日――情報通信技術(IT)戦略本部個人
情報保護法制化専門委員会（委員長：園部逸夫前最
高裁判事。平成12年1月27日～）「個人情報保護基
本法制に関する大綱」

平成13年3月――法案国会提出（平成14年12月廃案）

平成15年3月新法案（基本原則の削除，著述業者に義
務免除，報道の定義，義務免除者への提供に対する
制裁不行使）提出，同年5月成立，公布。
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個人情報保護基本法制大綱：基本原則

①利用目的による制限

②適正な方法による取得

③内容の正確性の確保

④安全保護措置の実施

⑤透明性の確保
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個人情報保護法――個人情報取扱事業者の義務

個人情報取扱事業者の義務を定める条文の見出しを列挙する
と，

利用目的の特定（15条），利用目的による制限（16条），適正な
取得（17条），取得に際しての利用目的の通知等（18条），デー
タ内容の正確性の確保（19条），安全管理措置（20条），従業者
の監督（21条），委託先の監督（22条），第三者提供の制限（23
条），保有個人データに関する事項の公表等（24条），開示（25
条），訂正等（26条），利用停止等（27条），理由の説明（28条），
開示等の求めに応じる手続（29条），手数料（30条），個人情報
取扱事業者による苦情の処理（31条）

となる。そのうちの主要な条文を以下に掲げる。また，その前に，
内閣府が用意した，OECD８原則と事業者の義務規定の対応
表を掲げる。（http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/pdfs/03.pdf）
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個人情報取扱事業者の義務：利用目的
第15条　１　個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっ
ては、その利用の目的（以下「利用目的」という。）をできる限り特
定しなければならない。

第16条　１　個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得な
いで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範
囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

３　前２項の規定は、次に掲げる場合については，適用しない。

一　法令に基づく場合

二　人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ
て、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三　公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に
必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると
き。［四　略］
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個人情報取扱事業者の義務：利用目的の通知・公表

第18条　１　個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、
あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、
その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

４ 前３項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一　利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は
第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれが
ある場合

二　利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人
情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある
場合

［三，四，略］
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個人情報取扱事業者の義務：第三者提供
第23条　１　個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほ
か、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者
に提供してはならない。

一　法令に基づく場合

二　人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場
合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三　公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために
特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難
であるとき。

四　国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者
が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要
がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務
の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
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個人情報取扱事業者の義務：開示

第25条　１　個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が

識別される保有個人データの開示・・・を求められたときは、

本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有

個人データを開示しなければならない。ただし、開示すること

により次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又

は一部を開示しないことができる。

一　本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を

害するおそれがある場合

二　当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい

支障を及ぼすおそれがある場合

三　他の法令に違反することとなる場合
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個人情報取扱事業者の義務：訂正

第26条　１　個人情報取扱事業者は、本人から、当該本
人が識別される保有個人データの内容が事実でないと
いう理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追
加又は削除（以下この条において「訂正等」という。）を求
められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法
令の規定により特別の手続が定められている場合を除
き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく
必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人
データの内容の訂正等を行わなければならない。

［２　略］
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附帯決議と医療に関する個別法
衆議院個人情報保護に関する特別委員会――「五　医療，金融・
信用，情報通信等，国民から高いレベルでの個人情報の保護
が求められている分野について，特に適正な取扱いの厳格な
実施を確保する必要がある個人情報を保護するための個別法
を早急に検討すること」

参議院個人情報の保護に関する特別委員会――「五　医療（遺
伝子治療等先端的医療技術の確立のため国民の協力が不可
欠な分野についての研究・開発・利用を含む），金融・信用，情
報通信等，国民から高いレベルでの個人情報の保護が求めら
れている分野について，特に適正な取扱いの厳格な実施を確
保する必要がある個人情報を保護するための個別法を早急に
検討し，本法の全面施行時には少なくとも一定の具体的結論
を得ること」

しかし，医療情報に関しては，現在までのところ，個別法の立法
作業は着手されていない。
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産業医活動とインフォームド・コンセント

労働安全衛生法（昭和47年制定）66条1項（事業者の
実施義務）に基づく健康診断（法定健診――ここで
はそのうち一般健康診断を念頭におき，特殊健康診
断については触れない）にインフォームド・コンセ
ントは必要ないか←→66条5項に定められた労働者の
受診義務

日本産業衛生学会「産業保健専門職の倫理指針」（平
成12年4月）8――「健康診断等を行うにあたっては，
参加の有無による利益と不利益を労働者に十分説明
し，その同意を得て行う。」
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法定健診以外の健診の実施・健康情報の収集
と個人情報保護／インフォームド・コンセント

①利用目的による制限及び適正な取得（15･16条，17条）／ＩＣ

「事業者が健康診断として法定健診以外の検査･･･を実施した場

合･･･、これらの健康診断の実施や結果の収集等について、労
働者本人の同意の取り方が曖昧になっている現状がある。

　また、労働者の生活習慣の改善は産業保健活動の一つとして

重要であるが、健康診断の問診の中で、法定項目（既往歴及び

業務歴の調査や自他覚症状の有無の検査）以外の、就業上の措

置等に直接関係のない家族歴（労働者の血縁関係者が罹患して

いる病名・既往歴等）や生活習慣に関する情報までも、労働者

の同意の確認もなく機械的に収集している例がみられる。」
（「労働者の健康情報に係るプライバシーの保護に関する検討会中間取りまとめ」
〔平成12年7月〕５(2)イ①）
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法定健診以外の健診の実施・健康情報の収集
と個人情報保護／インフォームド・コンセント

①利用目的による制限及び適正な取得（15･16条，17条）／ＩＣ

「……任意の健康情報についても、事業者がその結果を収集す
る場合には、本人の事前の同意を得る必要がある。

　なお、事業者に実施及び結果保存の義務がある法定健診と異
なり、事業場の外からの健康情報を収集する場合、事業者は何
らかの方法により労働者の同意を得ておく必要がある。さらに、
健康診断を行う医師は、法定項目ではない家族歴や生活習慣に
関する情報等の収集にあたっては、医学的な必要性を充分吟味、
判断した上で収集すべきであるとともに、受診者の意思で情報
の提供を拒否することもできるよう配慮が求められる。」
（「労働者の健康情報に係るプライバシーの保護に関する検討会中間取りまとめ」
〔平成12年7月〕５(2)ロ①）

［利用目的（労働衛生管理〔安全配慮義務〕）の明確化，目的
に必要な限りでの収集，インフォームド・コンセント］
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法定健診以外の健診の実施・健康情報の収集
と個人情報保護／インフォームド・コンセント

①利用目的による制限及び適正な取得（16条，17条）／ＩＣ

「（１）使用者は、原則として、労働者に対し次に掲げる検査を行って
はならない。

（ロ）　ＨＩＶ検査

（ハ）　遺伝子診断

（２）使用者は、労働者に対し、性格検査その他類似の検査を行う場
合には、事前にその目的、内容等を説明した上で、本人の明確な同
意を得るものとする。

（３）使用者は、労働者に対するアルコール検査及び薬物検査につい
ては、原則として、特別な職業上の必要性があって、本人の明確な
同意を得て行う場合を除き、行ってはならない。」

（「労働者の個人情報の保護に関する行動指針」〔2000年12月〕 第２　６）
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健康情報の第三者提供と個人情報保護

②第三者提供の制限（23条）

『検討会中間取りまとめ』 ５(5)ロ④

「事業者が保存している健康診断結果を生命保険加入時の
審査の代用等に提供する場合については、個別に労働者
の同意が必要である。 」

ILO技術・倫理ガイドライン4.8
「……個人の健康情報を第三者に提供することができるの

は，当該労働者のインフォームド・コンセントが得られ
ているときだけである。」

★（健康情報の研究利用については後述）
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法定健診以外による健康情報の収集・保有
と個人情報保護

③保有する個人データの公表（24条）

『中間取りまとめ』 ５(1)イ①

「労働者は、法定健診による場合は別として、事業者が何

をどのように収集、保管しているのか必ずしも知らない

ことが多い。また自己の健康情報がどのように使用され

ているかについても関心が低い傾向にあり、自身で健康

情報を保護する必要性の認識が必ずしも高くないのが現

状である。」

事業者が保有する個人情報について公表する必要性
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④健康情報の開示（25条）――
診療情報の開示についてのこれまでの経緯

1998（平成10）.6.厚生省「カルテ等の診療情報の活用
に関する検討会（座長：森島昭夫上智大教授）」報
告書――「［診療情報について］法律上開示請求権
及び開示義務を定めることには大きな意義があり、
今後これを実現する方向で進むべきであると考え
る。」

日本医師会：医療審議会などで、情報開示には肯定的
であっても、その法制化には否定的な姿勢を示す
――開示法制化の速やかな実現に結びつくには至ら
なかった。　
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診療情報の開示――指針の制定

1999.4.日本医師会――医療従事者側の自主的な取組みとし
て、「診療情報の提供に関する指針」を制定し、診療記録の
閲覧・謄写請求に対して、原則としてこれに応じることを定め
た。

1999.2.「国立大学付属病院診療情報提供指針」

1999.10. 「都立病院診療情報提供指針」

2000.7. 「国立病院等診療情報提供指針」

2002.10.日本医師会「診療情報の提供に関する指針［第2版］」
――遺族（法定相続人に限定）に対する開示を認めた。

2003.6.「診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会」
報告書――診療録開示に関する個別法の整備は見送り
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診療情報の開示：不開示が認められる場合

【医療側が開示を拒むことができる場合】

①患者本人に対する悪影響が予測される場合

②第三者の利益が損なわれることが予測される
場合

◆不開示の理由は、法25条における事業者の開
示義務の例外となる「本人又は第三者の生命、
身体、財産その他の権利利益を害するおそれ
がある場合」に対応するものといえる。
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労働者の健康情報の開示

④本人への開示（24条・25条）

【法定健診によって収集された健康情報】

（労働安全衛生法第66条の6）「事業者は，第66条第1項の規定に
より行う健康診断を受けた労働者に対し，厚生労働省令で定め
るところにより，当該健康診断の結果を通知しなければならな
い。」

【法定健診以外によって収集された健康情報】

（『検討会中間取りまとめ』 ６(2)）「事業者が保管している法定
健診結果、努力義務に係る健康情報、任意の健康情報、事業場
の外からの健康情報は、本人の求めに応じて原則的には開示さ
れるものと考えられる。しかし、産業医等が行った保健指導に
おける記録や、診断名や治療記録等の中には、必ずしも開示す
ることが適切でない場合もあることに十分留意する必要がある。
また開示される前提として、事業者は、それらの健康情報の収
集・保管状況について、労働者本人が知り得るように配慮しな
ければならない。」
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労働者の健康情報の訂正請求

⑤訂正等の求めに対する適切な措置（26条）

ILO技術・倫理ガイドライン4.6
「労働者は，自分自身の個人健康・医療ファイルにつ
いてアクセス権を有している。この権利は，彼らが
選択した医療専門家を通して行使されるのが望まし
い。正確で最新の記録を保持するために特別の配慮
が払われるべきである。誤った情報の訂正を求める
権利を各労働者が容易に行使できる措置が講じられ
るべきである。」
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健康情報の研究利用と個人情報保護

『検討会中間取りまとめ』 ５(5)イ⑤

「学術的な研究への健康情報の提供に際して、適切な手
続きを経ずに個人の健康情報が提供されている場合があ
る。」

同 ５(5)ロ④

「公共の利益に資する学術的な研究に個人情報を提供す
る場合には、何らかの方法で関係労働者の同意を得る必
要がある。」
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診療記録の研究利用に対する説明と同意

診療記録――本来，患者・受診者のために作成されるも
のと考えられる。少なくとも，大部分の患者・受診者はそ
う考えているし，そのような前提で，問診に答え，検査を
受けている。

現実には，診療記録は広く研究に用いられ，またその目的
のために第三者に提供されている。

このような現状は，診療記録の目的を狭く捉えると，利用
目的による制限に反する本人の同意なき目的外利用や
第三者提供になり，逆に，診療記録の目的に研究を含め
て捉えると，インフォームド・コンセントの要件や個人情報
の適正な取得の原則に反する可能性が出てくる。
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個人情報保護と疫学研究

医療情報に関する個別法が存在しない現時点において，
医学研究の実施における個人情報保護の指針となる
ものとして，

「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」
（2001年3月，文科省・厚労省・経産省）

「疫学研究に関する倫理指針」（2002年6月，文科省・
厚労省）

「臨床研究に関する倫理指針」（2003年7月，厚労省）

などの政府が策定した指針を挙げることができる。

とくに，「疫学研究に関する倫理指針」は，個人情報
保護法の制定を念頭において策定されたものである。
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疫学研究倫理指針制定の経緯

2001.9.18，10.19，12.6.　厚生科学審議会科学技術部
会「疫学的手法を用いた研究等の適正な推進の在り
方に関する専門委員会」，科学技術・学術審議会生
命倫理・安全部会「疫学的手法を用いた研究の在り
方に関する小委員会」合同会合

2001.12.6.「疫学研究に関する倫理指針（案）」につ
いて大筋で合意

2002.2.7.「疫学研究に関する倫理指針（案）に関する
ご意見の募集について」（～3月7日）

2002.4.9.　合同会合

2002.6.17.「疫学研究に関する倫理指針」告示（7月1
日施行）
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疫学研究に関する倫理指針
前文

第1 基本的考え方（1 目的，2 適用範囲，3 研究者等が遵
守すべき基本原則，4 研究機関の長の責務等）

第2 倫理審査委員会等（5 倫理審査委員会，6 疫学研究に
係る報告）

第3 インフォームド・コンセント等（7 研究対象者からイ
ンフォームド・コンセントを受ける手続等，8 代諾者等
からインフォームド・コンセントを受ける手続）

第4 個人情報の保護等（9 個人情報の保護に係る体制の整
備，10 資料の保存及び利用，11 他の機関等の資料の利
用，12 研究結果を公表するときの措置）

第5 用語の定義(13 用語の定義)，第6 細則（14 細則），第
7 見直し(15 見直し)，第8 施行期日（16 施行期日）
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疫学研究倫理指針――適用範囲

◆狭義の疫学研究にのみ適用がある

２　適用範囲

この指針は、人の疾病の成因及び病態の解明並びに予防
及び治療の方法の確立を目的とする疫学研究を対象と
し、これに携わるすべての関係者に遵守を求めるもの
である。

13 用語の定義 (1)疫学研究

明確に特定された人間集団の中で出現する健康に関する
様々な事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与え
る要因を明らかにする科学研究をいう。
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疫学研究倫理指針――適用範囲
◆診療や事業には適用しない　
13 用語の定義 (1)疫学研究 ＜細則＞

１　医師等が、主に、自らの又はその属する病院若しくは診療所の今後
の診療に反映させるため、所属する機関が保有する、診療記録など人
の健康に関する情報を縦覧し知見を得る行為は、この指針でいう疫学
研究には該当しない。

２　市町村、都道府県、保健所等が地域において行う保健事業や、産業
保健又は学校保健の分野において産業医又は学校医が法令に基づくそ
の業務の範囲内で行う調査、脳卒中情報システム事業やいわゆるがん
登録事業等は、この指針でいう疫学研究には該当しない。

◆医学研究には適用しない
２　適用範囲

ただし、次のいずれかに該当する疫学研究は、この指針の対象としない。

③　手術、投薬等の医療行為を伴う介入研究
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疫学研究倫理指針：インフォームド・コンセント

7 研究対象者からインフォームド・コンセントを受ける手続等

(1)介入研究

①人体採取試料が対象　侵襲的　――文書による説明同意

　　　　 　　　　　 　非侵襲的――説明同意の記録

②非人体資料が対象　　個人単位――説明同意の記録

　　　　　　　　　　　集団単位――情報公開と拒否権の保障

(2)観察研究

①人体採取試料が対象　侵襲的　――文書による説明同意

　　　　 　　　　　 　非侵襲的――説明同意の記録

　［既存試料――同意，匿名化，情報公開と拒否権の保障］

②非人体資料が対象　　新規資料――情報公開と拒否権の保障

　　　　　　　　　　　既存資料――情報公開
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医療記録（既存の非人体資料）研究

７　研究対象者からインフォームド・コンセントを受け
る手続等

研究対象者からインフォームド・コンセントを受ける手
続等は、原則として次に定めるところによる。･･･

（２）観察研究を行う場合

②　人体から採取された試料を用いない場合

イ　既存資料等のみを用いる観察研究の場合

研究対象者からインフォームド・コンセント
を受けることを必ずしも要しない。この場合にお
いて、研究者等は、当該研究の実施についての情
報を公開しなければならない。
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個人情報保護法中の疫学研究に関係する条文①

個人情報保護法の中で，疫学研究と関係があるものとし

ては次のものが指摘できる。

16条３項３号および23条１項３号で，目的外利用と第三者

提供の制限について，「公衆衛生の向上･･･のために特

に必要がある場合であって，本人の同意を得ることが

困難であるとき」に適用除外が認められた。

この規定によって，地域がん登録のための診療録情報，

住民票情報の収集を本人の同意なく行うことが許容さ

れるようになったといわれている。
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個人情報保護法中の疫学研究に関係する条文②
　50条１項は，報道機関，著述業者，学術研究機関，宗教団体，政
治団体について，個人情報取扱事業者の義務が課されないと定めた。
したがって，大学等（私立であっても）の研究機関でなされる疫学
研究については，事業者の義務が課されない。

　また，35条１項は，主務大臣が事業者に対して行う報告の徴収，
助言，勧告，命令が，表現の自由や学問の自由などを妨げてはなら
ず，報道機関や学術研究機関など，50条１項に列挙された者に個人
情報を提供する者に対しては，「主務大臣は･･･その権限を行使し
ないものとする」と規定した。

　　　　　　　　　　　　　　↓
　研究者も，研究者に情報を提供する者も，本法による責任を追及
されることがなくなった。さらにいえば，これらの規定の存在によっ
て，民刑事法上も，研究行為のみならず，提供行為についても，そ
の違法性が否定されることにつながると思われる。
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個人情報保護法と疫学研究倫理指針
 
 

 患 者   医療機関    
◆個人情報取扱事業者の義務の適用あり 
（但し目的外取扱いと第三者提供における公衆 
 衛生向上に特に必要な場合の例外あり） 
（学術研究機関への提供に大臣権限の行使なし） 
◆疫学研究倫理指針 11(2)の適用あり 

 

          学術研究機関 
◆個人情報取扱事業者の義務の適用なし 
（但し個人情報の適正な取扱いに必要な措置を講 
 じそれを公表するよう努める義務規定あり) 
◆疫学研究倫理指針の適用あり 
※疫学研究倫理指針は，法８条の「事業者等が講 
ずべき措置の適切有効な実施を図るための指針」 

 受診者   健診機関  
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健康・医療情報取得の多様な目的を
社会に周知させる必要

公衆衛生の向上に特に必要な場合や学術研究に用いられる
場合に，健康・医療情報の利用を本人の同意なく行うことが
法律で認められていても，「人に対する敬意」あるいは人間
の尊厳の理念からは，そのような利用を本人の認識がないと
ころで行うことは認められず，また，そのような利用は社会か
ら不信の念をもってみられる。

健康・医療情報を公衆衛生向上および医学の研究に用いるこ
とが必要であれば，それらを健康・医療情報の利用目的とし
て真正面から掲げ，それに対する社会の理解を求めることが
重要である。公衆衛生向上および医学研究のための利用が
利用目的として社会に受け入れられれば，目的外利用や第
三者提供の倫理的問題も自ずと解消することになる。
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